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組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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�

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
表
総
務
部
の
項
中
「
職
員
厚
生
課
」
の
下
に
「
、
総
務
事
務
管
理
課
」
を
加
え
、
同
表
企
画
部
の
項
中
「
デ

ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
、
総
合
政
策
課
」
を
「
総
合
政
策
課
、
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
、
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
」

に
改
め
、
同
表
環
境
生
活
部
の
項
中
「
循
環
型
社
会
推
進
課
」
の
下
に
「
、
廃
棄
物
対
策
課
」
を
加
え
、
同
表
経
済
商

工
観
光
部
の
項
中
「
、
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
」
を
削
り
、
同
表
水
産
林
政
部
の
項
中
「
漁
港
復
興
推
進
室
」
を
「
漁

港
整
備
推
進
室
」
に
改
め
、「
林
業
振
興
課
」
の
下
に
「
、
全
国
育
樹
祭
推
進
室
」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
職
員
厚
生
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
総
務
事
務
管
理
課

　

一　

総
務
事
務
の
集
約
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

部
に
所
属
す
る
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
報
酬
及
び
賃
金
の
支
出
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
私
学
・
公
益
法
人
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
一
号
中
「
。
以
下
「
認
定
法
」
と
い
う
。」
を
削
る
。

　

第
十
一
条
の
二
復
興
・
危
機
管
理
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号

を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第

六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
復
興
支
援
・
伝
承
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

六　

災
害
救
助
及
び
災
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

災
害
復
興
寄
附
金
・
義
援
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
一
条
の
二
防
災
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
四
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

　

四　

危
機
管
理
の
応
急
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

危
機
管
理
に
係
る
市
町
村
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

防
災
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

無
線
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

国
民
保
護
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

国
民
保
護
体
制
の
整
備
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
企
画
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
総
合
政
策
課

　

一　

重
要
な
政
策
的
事
項
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

震
災
復
興
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

県
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
総
務
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

四　

重
要
施
策
の
推
進
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

政
策
の
形
成
に
係
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

県
の
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

政
策
・
財
政
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

　

十　

広
域
的
な
連
携
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と（
市
町
村
課
及
び
地
域
振
興
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

十
一　

行
政
評
価
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
二　

県
民
意
識
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

総
合
教
育
会
議
及
び
教
育
に
関
す
る
大
綱
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

　

一�　

産
業
の
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
に
係
る
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
推
進

に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

産
業
の
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。
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三　

情
報
関
連
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
総
合
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
三
条
環
境
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
七
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
循
環
型
社
会
推
進
課
の
所
管
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
循
環
型
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
及

び
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
」
を
「
廃
棄
物
処
理
計
画
及
び
廃
棄
物
再
生
事
業

者
登
録
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
浄
化
槽
」
を
「
廃
棄
物
処
理
体
制
の
整
備
及
び
関
連
産
業

の
振
興
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
廃
棄
物
対
策
課

　

一�　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
（
循
環
型
社
会
推
進
課
、
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
及
び
放
射
性

物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

二　

浄
化
槽
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

　

四�　

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
に
財
団
法
人
宮
城
県
廃
棄
物
処
理
公
社
と

い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　

第
十
六
条
み
や
ぎ
米
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
十
七
条
中
「
漁
港
復
興
推
進
室
」
を
「
漁
港
整
備
推
進
室
」
に
改
め
、
同
条
林
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
全
国
育
樹
祭
推
進
室

　
　

第
四
八
回
全
国
育
樹
祭
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
事
業
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
号
を
削
る
。

　

第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
中
「
総
務
部
人
事
課
、」
を
「
復
興
・
危
機
管
理
部
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
環
境
生
活
部
の
項
中
「
循
環
型
社
会
推
進
課
」
を
「
廃
棄
物
対
策
課
」
に
改
め
、
同

表
水
産
林
政
部
の
項
中

「

水
産
業
基
盤

整
備
課

漁
港
復
興
推
進
室

」

を「

水
産
業
基
盤

整
備
課

漁
港
整
備
推
進
室

林
業
振
興
課

全
国
育
樹
祭
推
進
室

」

に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
中

「

危
機
管
理
企

画
専
門
監

復
興
・
危
機

管
理
総
務
課

上
司
の
命
を
受
け
、
危
機
管
理
に
係
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
事
務
を
掌

理
す
る
。

」

を「

災
害
援
護
専

門
監

復
興
支
援
・

伝
承
課

上
司
の
命
を
受
け
、
災
害
援
護
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌

理
す
る
。

危
機
管
理
企

画
専
門
監

防
災
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
危
機
管
理
に
係
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
事
務
を
掌

理
す
る
。

」

に
、

「

デ
ジ
タ
ル
企

画
専
門
監

デ
ジ
タ
ル
み

や
ぎ
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

企
画
・
評
価

専
門
監

総
合
政
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
施
策
及
び
総
合
計
画
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
行

政
評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

を「

企
画
・
評
価

専
門
監

総
合
政
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
施
策
及
び
総
合
計
画
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
行

政
評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

デ
ジ
タ
ル
企

画
専
門
監

デ
ジ
タ
ル
み

や
ぎ
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

に
改
め
、
同
表
中
廃
棄
物
対
策
専
門
監
の
項
を
削
り
、

「

下
水
道
専
門

監

都
市
計
画
課

上
司
の
命
を
受
け
、
下
水
道
行
政
に
係
る
企
画
及
び
調
整
並
び
に
市
町
村
下

水
道
の
指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

を「

広
域
防
災
拠

点
整
備
専
門

監

都
市
計
画
課

上
司
の
命
を
受
け
、
広
域
防
災
拠
点
の
整
備
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

」

に
改
め
る
。
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第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
第
三
号
中
「
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
を
「
防
災
航
空
隊
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
四
項
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
農
村
起
業
学
部
」
を
「
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス

学
部
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
三
項
中
「
環
境
資
源
部
及
び
地
域
支
援
部
」
を
「
普
及
・
研
修
部
及
び
試
験
研
究
部
」
に
改
め
る
。

　

同
条
第
五
項
中
「
環
境
資
源
部
の
分
掌
事
務
は
同
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
事
務
と
し
、
地
域
支
援
部
の
分
掌
事
務
は
同
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
」
を
「
普
及
・
研
修
部
の
分
掌
事
務

は
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
試
験
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
同
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十

二
号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
委
員
会
の
項
を
削
り
、
み
や
ぎ
食
の
安
全
安
心
推
進
会
議
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
グ
リ

ー
ン
購
入
促

進
委
員
会

グ
リ
ー
ン
購
入
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
及
び
知
事

に
対
す
る
意
見
の
具
申
に
関
す
る
こ
と
。

循
環
型
社
会

推
進
課

　

別
表
第
二
宮
城
県
農
政
部
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
農
村

振
興
施
策
検

討
委
員
会

農
村
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。
農
山
漁
村
な

り
わ
い
課

　

別
表
第
二
宮
城
県
農
村
振
興
施
策
検
討
委
員
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
中
「
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の
開
示
決
定
等
、
訂

正
決
定
等
又
は
利
用
停
止
決
定
等
に
対
す
る
審
査
請
求
そ
の
他
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
」

に
、「
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
閖
上
漁
港
の
指
定
施
設
（
ヨ
ッ
ト
等
の
保
管
施
設
及
び
倉
庫
に
限
る
。）
の
項
中
「
閖
上
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー

管
理
運
営
共
同
事
業
体
」
を
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
海
族
Ｄ
Ｍ
Ｃ
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

気
仙
沼
漁
港
の
指
定
施
設

（
魚
町
二
丁
目
護
岸
横
泊
地
）
気
仙
沼
市

気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

同

　

別
表
第
三
閖
上
漁
港
の
研
修
室
の
項
中
「
閖
上
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
管
理
運
営
共
同
事
業
体
」
を
「
特
定
非
営
利
活
動

法
人
海
族
Ｄ
Ｍ
Ｃ
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
私
学
・
公
益
法
人
課
の
分
掌
事
務
の
項

第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
十
六
条
み
や
ぎ
米
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
第
三

号
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
第
四
項
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
二
宮

城
県
農
村
振
興
施
策
検
討
委
員
会
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


